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船
員
保
険
被
扶
養
者
資
格
再
確
認
の

                   

ご
協
力
の
お
願
い

　
船
員
保
険
部
で
は
、
毎
年
度
、
法
令
に
基
づ
き
、「
被
扶
養
者
の
方
が

被
扶
養
者
と
し
て
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
か
」を
確
認
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
再
確
認
は
、
被
扶
養
者
の
方
の
現
状
確
認
だ
け
で
は
な
く
、
加

入
者
の
皆
さ
ま
の
保
険
料
負
担
の
軽
減
に
つ
な
が
る
大
切
な
確
認
と
な

り
ま
す
の
で
、
ご
理
解
ご
協
力
の
ほ
ど
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。
　

　　【
確
認
の
対
象
と
な
る
方
】

　
船
員
保
険
部
で
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
に
よ
る
確
認
を
行
っ
た
結
果
、
次
の

①
～
③
に
該
当
す
る
方

　　
① 

他
の
健
康
保
険
と
資
格
が
重
複
し
て
い
る
方

　
② 

被
扶
養
者
ご
自
身
の
収
入
が
扶
養
の
認
定
基
準
を
超
え
て
い
る
方

　
③ 

被
保
険
者
と
別
居
し
て
い
る
方

　　【
送
付
先
】

　
　
船
舶
所
有
者
さ
ま
宛

　　【
送
付
時
期
】

　
　
令
和
４
年
10
月
下
旬
に
「
被
扶
養
者
状
況
リ
ス
ト
」
を
送
付
す
る

予
定
で
す
。

　
※
確
認
の
対
象
と
な
る
方
が
い
な
い
場
合
は
、
送
付
し
ま
せ
ん
。

　　【
確
認
の
ポ
イ
ン
ト
】
扶
養
者
の
収
入
要
件

　
○
60
歳
未
満
の
方

　
　
　
年
収
が
１
３
０
万
円
未
満
、
か
つ
被
保
険
者
の
年
収
の
２
分

　
の
１
未
満

　
○
60
歳
以
上
ま
た
は
障
が
い
者
（
障
害
年
金
を
受
け
ら
れ
る
程
度
）

の
方

　
　
　
年
収
が
１
８
０
万
円
未
満
、
か
つ
被
保
険
者
の
年
収
の
２
分

　
の
１
未
満

　
　 

※
こ
の
記
事
は
、
全
国
健
康
保
険
協
会
の
資
料
を
基
に
作
成


